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１．問題の設定

人間は，相互間で贈り物（贈与）をする行為

や交換行為を日常的に行っている。一般的に贈

与行為は，相互間の関係性を維持することや新

たな人間関係の創出を求めて行われ，市場にお

ける交換行為では，労働力を再形成し，生活を

維持することなどが主な目的として行われてい

る。

一般的に経済学では，経済の基本的機能や変

化の方向を分析するために，人間は合理的な行

動をするという前提が置かれる。仮に人間行動

が経済合理性の前提に基づくとするのであれ

ば，贈る側と贈られる側の二者間で物を贈り合

う贈与行為と市場で行われる交換行為は対蹠的

であるということができる。しかし，現実の人

間行動には，合理的な側面とともに非合理的な

側面も多く存在しているのではないかと思われ

る。人間行動には非合理的な側面が含まれてお

り，「純粋資本主義社会の商品経済のみの人間

行動を原理の対象とするのでは，実際がそうい

う社会構造などないのであるから，原理の中に

「不純な」要素を入れざるを得ない」［松尾；

1999，227 ページ］のであれば，「人間が何を思

い，どのように行動するのかを分析するのが人

間行動学ないし社会行動学としての経済学」［松

尾；2009，19 ページ］的な視点から経済合理性

の前提のもとでは対蹠的であると思われている

贈与行為と交換行為の関係についても再検討す

る必要があるのではないかと考えられる。

そこで本稿では，松尾秀雄によって提示され

た「広義の経済学
(1)
」［松尾；1999，226 ページ］

的視点から贈与行為と交換行為の関連性につい

て先行研究に依拠しながら考察することを課題

とする。

２．贈与と交換

2-1 交換

アダム・スミスの分業と交換性向の概念につ

いて，松尾秀雄の先行研究に依拠しながらみて

いくことにする。松尾秀雄によれば，経済学を

開拓したアダム・スミスの経済学の根幹は，「イ

ギリス経験論の伝統を踏まえて，人間の労働で

あるとされ，その労働の能率が生産力の概念で

与えられ，それは分業に依存する」［松尾；2009，

52∼53 ページ］としている。アダム・スミスは，

代表的な著述である『国富論』において，交換

は分業の結果であるとしている。分業が存在す

る理由として，今村仁司は，「大昔（「原始未開

の時代」）のように一人あるいはひとつの家族

や共同体ですべての生活必需品をまかなうこと
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ができなくなったからだという。この議論の前

提には十八世紀に形成された「必要」または「欲

求」の観念がある。人間は何かを欠如するから

それを欲求し，それを他から手に入れる必要が

あり，この必要が交換を呼び起こす」［今村；

2007，452 ページ］としている
(2)
。

人間が自分自身の欲望を充足するために不足

であると思われるものを必要とし，それを他か

ら手に入れたい（「欲求」）と思うのは自然なこ

とである。しかし，アダム・スミスによれば，

分業や交換については，人間の「必要」や「欲

求」を充足するために自然に起きた出来事なの

かといえばそうではないとされる。アダム・ス

ミスは，「これほど多くの利益を生み出すこの

分業は，もともとは，それが生み出す全般的富

裕を予見し意図する人間の英知の結果ではな

い。それは，そのような広範な有用性を考慮し

ていない人間本性のある性向，すなわち，ある

物を他の物と取引し，交換し，交易する性向の，

きわめて緩慢で漸次的ではあるが，必然的な結

果」であるとして，このような性向は，「すべて

の人間に共通で，他のどんな種類の動物にも見

られない」［スミス；1789＝2000，37 ページ］と

している。つまり，人間は分業によって得られ

る多くの利益を最初から知っていたわけではな

く，「人間本性のある性向」（交換性向）が存在

し，それは人間に固有の性質であるとした。

松尾秀雄によれば，「アダム・スミスは，交換

性向という概念と同時に，共同体は過去の遺物

であるという前提を経済学に，遺産として残し

た」として，「人間は交換する動物であるという

与件は正の遺産」として，「人間はその結果，共

同体を廃棄した」［松尾；2009，51 ページ］こと

を負の遺産であるとしている。ここでは，松尾

秀雄による分業と交換性向の概念の評価につい

てみていくことにする。まず，分業についてみ

ると，分業は社会的分業と工場内分業，共同体

内分業に区別できるとする。「スミスの場合は，

交換をキー・ワードにして，職業の分化として

の分業も，マニュファクチュアの作業場内部の

分業も，交換が目的のように説明される。しか

し，アウタルキーとしての自給自足の人間の集

団経済でも，仕事や労働の分担としての分業が

あって，その分業は市場経済でみられる交換を

必ずしも必要としないという点がスミスの分析

には欠落している」［松尾；2004，107 ページ］

としている。つまり，「人間は市場経済をとお

して交換をおこない，それによって分業するか

ら，各人それぞれの専門の有用性を交換によっ

て全員が享受できる，という限りでは誤りでは

ない」［松尾；2004，107∼108ページ］が，共同

体内分業の多くは，（たとえば，家族共同体内部

で行われる家事労働の分担としての分業）必ず

しも交換に結びつくということはできないと指

摘されているのである。

次に，交換性向の概念について，「人間の本性

として，交換性向が存在したであろうことは，

いや存在し，これからも存在し続けるであろう

ことは真実そのものなのである。この場合，現

実との合致性が強く存在するという観点におい

て，真実そのものの理論だと評価」したうえで，

「しかし，それは，単なる“交換”の性向であ

るのか。これは，より深いところでは，交換の

母胎となった贈与の性向ではないのか」［松尾；

2001，44ページ］という点が指摘されている。

「交換の母胎となった贈与の性向」という点

について，人間学的にみた交換の形成過程から

みていくことにする。今村仁司は，交換の起源

は互酬にあるとして，その形成過程は，贈与体

制
(3)
にあり，「人間の相互行為の歴史過程を人

間学的構造から圧縮して解釈するなら，交換は

贈与との関連のなかではじめてその意味（社会

の生活形式としての存在意味）が理解される」

［今村；2007，440 ページ］としている。つま

り，交換の起源や形成過程が互酬や贈与体制で

あるならば，交換は贈与の一類型であるという
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ことができる。このことから，すべての人間の

本性として共通に存在し，必然的な結果である

とされる交換性向の深層部においても贈与の性

向が含まれているのではないかと考えることが

できるのである。

以下では，松尾秀雄によって「交換の母胎」

とされた贈与についてみていくことにする。

2-2 贈与

贈与についての代表的な先行研究としては，

マルセル・モースの『贈与論』をあげることが

できる
(4)
。『贈与論』のなかでマルセル・モース

は，贈与には⑴提供，⑵受容，⑶返礼の三つの

義務
(5)
があるとしている。贈与に提供と受容

以外に返礼の義務が生じるのでれば，どのよう

な形をとっても贈与は義務であるということが

できる。今村仁司は，贈与は贈与した相手に対

して返礼を求めない「純粋贈与」（無償の贈与）

と返礼を期待する「交換的贈与」の二つに分類

することができると述べる［今村；2007，408

ページ］。「純粋贈与」については，その「形式

を否定することはできない。それは人間の存在

の根源にあることであるからだ」［今村；2007，

46 ページ］としたうえで，しかし，「人間が社会

生活を営み始めるときから，純粋贈与なるもの

は現実には存在せず，贈与はつねに交換とまぎ

れた不純な贈与でしかありえない」［今村；2007，

45 ページ］という。なぜならば，「人間の現実

は利益供与を期待するから，何らかの仕方で利

益が生まれないかぎり，何らかの事物や努力を

提供することはありない。人間とは欲望の束だ

からである
(6)
。見返りなき贈与という純粋な道

徳的理念は理想として立てることができるし，

またそうでなくてはならないが，その理想を社

会的人間の現実の姿とすることはできない」［今

村；2007，408ページ］としている。たしかに，

寺社に賽銭や供物を捧げる場合でも，家内安全

や商売繁盛，学業成就などの見返りを求めるこ

とはよくあることである。さらに，「純粋贈与」

と強く結びつくであろうと思われる夫婦関係や

親子関係においても現在の生活を維持すること

や老後の介護など将来的な見返り（返礼）を求

めて贈与が繰り返されていると考えることもで

きるのである。その意味においては「純粋贈与」

は現実には存在しないということは正しいとい

える
(7)
。

では，人間の社会に見返り（返礼）を求めな

い「純粋贈与」が存在せず，見返り（返礼）を

求める「交換的贈与」のみが存在するのはなぜ

であろうか。その理由について小馬徹は，贈与

を受けた側が贈与した側に何らかの負い目の感

情を抱くからであるとしている。現実の社会で

は，「交換的贈与」しか存在しないのであれば，

贈与した側は必ず，贈与を受けた側に対して意

識的であれ無意識的であれ何らかの見返り（返

礼）を求めるのである。そのため，贈与した側

は，贈与を受けた側に対して負い目を感じさせ

ることになるのである。また，負い目の感情が

存在することによって，贈与を受けた側は贈与

した側に対して劣位の感情すら抱くことになる

と考えることができるのである。［小馬；2000，

49 ページ］。

負い目の感情について，小馬徹の先行研究に

依拠しながらみていくことにする。「負い目は，

屈辱にも通じる感情」であり，「例えば R・ベネ

ディクトは，有名な日本文化論，『菊と刀』の中

で，財貨やサービスを与えられたこと（恩）に

感謝する「かたじけない」という日本語の表現

の二面性に注目して，次のように述べました。

「かたじけない」を「辱い」や「忝ない」と漢

字表記する通り，この語には「感謝する」と共

に「侮辱された」という意味が込められている」

［小馬；2000，49 ページ］としている。

負い目の感情は，贈り物を受け取らず，受容

の義務を拒否することで感じることを拒否する

こともできる。この場合，贈与した側との人間
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関係を拒否や贈与した側の期待に応えることが

できないという意思表示をすることになる。し

かし，贈り物を受けてしまった場合においては，

贈与した側によって負わされた負い目の感情

は，贈与を受けた側が等価の物を贈り返すこと

によってしか解消できない。つまり，贈与を受

けた側は，返礼の義務を果たすとともに，負い

目の感情を贈与した側に与えることによって自

らの負い目の感情を解消しているのである。負

い目の感情の解消は，また新たな負い目の感情

を生み出すことになるのである。贈与した側と

贈与を受けた側で負い目の感情が移動すること

によって贈与行為が循環的に行われるようにな

るのである［小馬；2000，49 ∼ 51 ページ］。

現実社会の循環的な贈与行為は，当事者間で

は提供，受容，返礼
(8)
が義務的に行われる贈与

行為の連続であっても，第三者からみれば，当

事者間で交換が行われているようにもみること

ができるのである。贈与が交換されているよう

にみえるのである。以下では，贈与行為があた

かも交換されているようにみることができる行

為（贈与交換）についてみていくことにする。

３．贈与交換

現実社会の贈与行為は，「交換的贈与」であり，

見返り（返礼）を求める贈与に対して，時間的

なずれを生じさせて返礼として反対贈与が行わ

れる。日本では，「贈答」という言葉で表され，

この贈られた贈り物に対して答える（反対贈与）

という贈与の性質は，互酬性とも呼ばれるとさ

れる［桜井；2011，６ページ］。互酬性とは，「原

始社会で一般的にみることのできる資源配分の

あり方のひとつ」であり，「通常，贈与の応酬を

繰り返すことになるので，贈与交換と呼ばれる

こともある」［丸山；2004，14ページ］とされ

る。また，贈与交換の一例としては，「農村と漁

村のあいだの贈与交換では，それぞれの集団に

属する人々のあいだで取引相手があらかじめ定

められており，定期的に贈与のやり取りが行わ

れることが多い，この場合，贈与と返礼とは時

期的にずれ込むのが通例である」［丸山；2004，

14ページ］としている。つまり，現実社会で行

われている贈与行為も，互酬性に基づいた贈与

交換であるととらえてもよいと思われる。

現在，日本で行われている贈与交換は，家を

単位とした伝統的な贈答儀礼から，自由な形式

をとる個人的な贈与まで含めれば数多くの贈与

交換が存在している。日本における贈与交換の

代表的なものとして，伝統的な贈答儀礼では，

中元，歳暮，自由な形式をとる個人的な贈与で

は，比較的新しいと思われるバースデー・ギフ

トやクリスマス・ギフトなどをあげることがで

きる。また，年賀状のやりとりや自宅への訪問

や招待，食事の誘いなどを広義の贈与行為［桜

井；2011，５∼６ページ］ととらえるならば，

贈与交換は，我々の日常生活と密接に関連して

いることがわかる。また，桜井英治は，「とりわ

け日本は，先進諸国のなかでも例外的に贈答儀

礼をよく保存している文化として，世界中の研

究者から注目されてきた。しかもたんに保存し

ているだけでなく，バレンタインデーやホワイ

トデー等々のように，新たな贈答儀礼を次々と

再生産しているという点でもきわめて特殊なポ

ジションを占めている」［桜井；2011，５ページ］

ことを指摘している
(9)
。

中元，歳暮というような伝統的な贈答儀礼と

は異なり，自由な形式で新たな贈答儀礼とされ

ているバレンタインデーについて山口睦の先行

研究に依拠しながらみていくことにする。バレ

ンタインデーやホワイトデー
(10)
は，「主に企業

によって創られてきた新たな贈与機会」［山口；

2012，236 ページ］であるとされる。山口睦は，

「バレンタインデー自体は，イタリアの聖バレ

ンタインの祝祭日である２月 14日に愛する人

に贈り物をするという習慣に由来する」が，日
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本において，「チョコレートを贈る行為は，日本

の洋菓子店，メーカーの販売戦略によるもの」

［山口；2012，234ページ］であるとしている。

「愛する人に贈り物をする」バレンタインデー

は，日本では，「企業内の義理チョコ，友達への

友チョコ，社会的弱者への寄付行為」にまで至

り，「発生から半世紀の間に，贈る相手や動機，

モノの選択において大きく揺れ動いて」おり，

「バレンタインデーは欧米由来の行事が日本社

会において独自の変容をとげながら，世俗的な

贈与習慣を核とした行事として定着」［山口；

2012，236 ページ］したのである
(11)
。バレンタ

インデーで受けた贈与を反対贈与する機会とし

てホワイトデーが定着している。このバレンタ

インデーとホワイトデーの関係について桜井英

治は，バレンタインデーで贈与を受けた「男性

の債務意識と女性の債権意識」という男性が負

うことになった負い目の感情をホワイトデーで

解消させることを目的としている男性の感情を

「巧妙に利用した結果」［桜井；2011，７ページ］

であると指摘している。

伝統的であれ，自由な形式で新しい形式であ

れ，贈与行為には返礼としての反対贈与が求め

られるのである。既述したとおり，この贈与の

性質は，互酬性と呼ばれるものである。今村仁

司によれば，「互酬性とは道徳的な贈与理念と

利益要求的交換との二つの側面から構成されて

いる。贈与と交換をそれぞれ孤立してとらえる

なら，両者はまったく正反対であり，両立でき

ない。しかし現実には両要素は共存し両立して

いる。この両立を可能にする体制が互酬性であ

る。互酬（相互性）という用語は利益の相互獲

得を意味するから利益追求的行動を前面に出し

ているのだが，人類学的用語の含蓄はむしろ贈

与の道徳的理念の優位にある」［今村；2007，

409 ページ］としている
(12)
。つまり，互酬性と

は，贈与に含まれる道徳的理念と交換に含まれ

る経済的な利益追求が結合したものなのであ

る。

互酬性が贈与と交換の結合体であるとするな

らば，道徳的な理念や負い目の感情が強く残る

場合は，贈与行為となり，経済的利益が優先さ

れ，負い目の感情が希薄になった場合は，交換

行為
(13)
としてとらえることができると考えら

れる。道徳的理念と経済的利益のどちらを優先

させるか，負い目の感情の有無，一定の時間差

が存在するかしないかなどが贈与と交換の違い

であるということができる。つまり，交換行為

は，通常個人および集団による相互間の人やモ

ノの動きのみが注目されるが，贈与行為におい

ては，道徳的理念や負い目といった感情の動き

なども加えて注目［今村；2000，160 ページ］さ

れるのである。

贈与と交換の違いとして，交換では，感情の

動きは注目されないとした。しかし，道徳的理

念や負い目などの感情は交換のなかにも存在す

る場合があるのではないかと思われる。このよ

うな理念や感情は，たとえ市場で行われる自己

利潤最大化を目的とした即時的な交換行為で

あっても経済的要因以外に何らかの感情の動き

が含まれている場合があるのではないかと考え

られる。

一般的に「交換の場である市場というのは，

その場に参加している人と人とがまず何らかの

つながり，たとえば血縁や地縁という関係を前

提にして成り立つものではない。そうした関係

がない全くの他人がモノを介して繋がる場」［菅

原；2012，19 ページ］であり，市場における「商

品交換それ自体は，何らかの人間関係を前提と

しなくても実現される」［菅原；2012，15 ペー

ジ］のであるとされる。この前提のもとでは，

市場における売り手と買い手の行動は，自己の

利潤最大化のみに限定される。しかし，現実の

人間は，市場においても自己利潤最大化という

単純な動機のみでなく，もっと混合的な理由で

行動しているのではないかと思われる。
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現実の社会では，人間関係のない店で自己利

潤最大化を目的として安く購入されることもあ

るが，他の店よりも少々高くても，より深い人

間関係のある店で購入することはないことでは

ないと思われる。このような人間の行動につい

て，松尾秀雄は，「人間行動原則に，コミュニケー

ション満足最大原理を設定」［松尾；2009，40

ページ］すればよいとしている。人間は，時と

場合によっては，自己の利潤を最大化するより

も共感を共有することで大きな満足を得ること

があるのである。この場合の「共感の共有の手

段が贈与なのである」［松尾；2009，40 ページ］

とされる
(14)
。つまり，人間の満足は，「人間がモ

ノを対象にして行為を行う場合によって得られ

る満足最大と，人間が自分以外の人間を対象に

してコミュニケーション行為を実践し，それに

よって得られる満足最大に二分される。……人

間は，人間に連帯を求める場合が普遍的に発生

する。その行為は，人間が他人に対して，なに

かを贈与する行為として具現される。その贈与

物なり贈与の対象としてのサービスなり，ファ

シリティーズを受け取ったら，人間の関係性を

構築する受動的な意思表示となる」［松尾 2009；

64，ページ］のである。

仮に人間の満足が二分されるのであれば，「コ

ミュニケーション満足最大原理」に基づいて市

場で交換を行う売り手と買い手が存在すると考

えることもできる。その場合，自己の満足を最

大にする手段が贈与であるならば，市場におい

て第三者からみれば交換行為にしかみえない

が，当事者間では交換行為を通して贈与交換が

行われていると考えられる。一例として，最初

の取引で買い手が長期取引を行うという条件を

提示して，廉価販売を要望し，それを売り手が

流通の不確定性を一切考慮せずに受け入れるこ

とがあげられている［松尾；2009，57 ページ］。

この取引で買い手は廉価での購入と売り手の信

用を得ることになる。これが買い手にとって負

い目の感情となり，買い手は負い目の感情を解

消し，売り手との約束を果たすために同じ売り

手から購入をする。売り手は，買い手が約束を

果たしたことに負い目を感じ，よりよいサービ

スや廉価販売で応え，さらに買い手が応えるの

である。贈与と交換の違いの一つとして負い目

の有無をあげた。この負い目の感情が市場で行

われる交換にも存在するという点に目を向けれ

ば，売り手と買い手の間では混合的な理由に基

づいた贈与交換が行われているということがで

きよう
(15)
。

４．まとめ

贈与には「純粋贈与」（無償の贈与）と「交換

的贈与」が存在する。「純粋贈与」があることに

より，贈与と交換は異なる性質をもつというこ

とができる
(16)
。「純粋贈与」と交換の関連性を

厳密に証明することは不可能であると思われ

る。

しかし，現実の社会では「純粋贈与」は存在

せず，「交換的贈与」のみが存在し，提供，受容，

返礼の義務をともなう贈与交換が行われている

のみである。その意味では，贈与と交換には関

連性があるといえよう。返礼の義務が生じると

いうことをわかっていながら贈り物を受け取っ

て反対贈与を行うという点からもみてとれる

が，人間は，自己の利潤最大化とともに他人と

共感を共有するためにコミュニケーションを欲

する性質があるのである。その最適な手段とし

て贈与と反対贈与が行われているのである。人

間が混合的動機に基づいて行動しているのであ

れば，贈与と反対贈与は，負い目のコミュニケー

ションとして市場における交換行為内部にも存

在すると解釈してもよいと思われる。自己が他

者との社会的関係の形成を欲するのであれば，

自己の利潤最大化を目的とした市場であっても

贈与交換を行い，人間関係を形成しているので
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あろう。一方からの贈与により人間関係が形成

され，他方からの反対贈与が起こり，さらなる

反対贈与が行われることによってその関係は長

期的になり，濃密な人間関係が構築されていく

といえよう。

このような現実の社会で行われている贈与交

換という人間行動が生産，流通，消費の各段階，

さらには企業の経営，マーケティング活動とど

のように結びついているのかということを具体

的に研究していくことが今後の課題として残さ

れている。

注

⑴ 山口重克によれば，「商品経済という特殊の形態

をもって行われるいわゆる資本主義経済を対象とす

る経済学を狭義の経済学といい，人類史とともに存

在するはずの経済を対象とする経済学のことを広義

の経済学ということにする」［山口；1985，１ページ］

としている。

なお，「広義の経済学」についての先行研究として

は，玉野井［1978］があげられるが，本稿では，玉

野井［1978］が提示した「広義の経済学」ではなく，

松尾秀雄によって提示された「広義の経済学」的視

点から検討を行うこととする。

⑵ 今村仁司によれば，自然のものは，交換可能物に

なりえないとしている。モノを交換可能物に切り替

える条件として労働をあげている。モノを交換可能

物に変化させる条件として労働をあげている理由に

ついては，モノが人間の手によって労働が加えられ，

加工されたときにはじめてモノは貴重となるとし

て，「加工された物は他人の欲望をそそる」［今村；

2007，453 ページ］としている。また，ここでの欲望

は，「社会的欲望であり，他人の加工された所有物を

欲望する独特の要望である」［今村；2007，454ペー

ジ］とされる。

⑶ 今村仁司は，「近代固有の交換体制以前の人間の

社会的交通形態を贈与体制」［今村；2007，440 ペー

ジ］であるとして，この贈与体制の社会については，

「政体形式からみれば共同所有に基づく権力なき首

長政体であり（これはアリストテレスやモンテス

キューの政体分類には見られない類型である），そ

れを動かす情念からみれば尊厳と名誉によって動く

共同体で」あり，「贈与体制の共同社会は，名誉を重

視する原始貴族社会である」［今村；2007，404ペー

ジ］としている。

⑷ 松尾秀雄によれば，マルセル・モースの『贈与論』

を除けば，社会科学において「贈与論的解釈を樹立

させたのは，宇野理論の価値形態論で，交換行為が

一種の「ギブ・アンド・テイク」だと解釈した功績」

［松尾；2009，49 ページ］があるとしている。

⑸ 桜井英治によると，「モースが存在に気づきなが

らも，『贈与論』では明確な位置づけを与えていな

かったために，のちにモーリス・ゴドリエによって

「第四の義務の忘却」」であると指摘されていると

している。その義務は，「神々や神々を代表する人

間へ贈与する義務（神にたいする贈与の義務）」［桜

井；2011，４ページ］であるとしている。この「神

にたいする贈与の義務」については，現代では希薄

になってしまっているが，「歴史をさかのぼれば，人

びとの生活のなかできわめて大きな比重を占めてい

たものであり，ゴドリエをはじめ，四つの義務のな

かでもっとも根幹的なものとして重視する研究者も

少なくない」［桜井；2011，12∼13 ページ］としてい

る。また，中世日本の「有徳思想」や世界史上では，

「貧者への施しを神にたいする贈与と等価的な行

為」として，「「第四の義務」と結びつけて理解して

いた社会や文化もある」［桜井；2011，11∼12 ペー

ジ］ことから，「神にたいする贈与の義務」は，寄付

や喜捨によって果たされるとしている。

⑹ ［今村；2005］によれば，人間の欲望を「第一に身

体的欲望の充足（自然との関係），第二に社会的欲望

の充足（他人との関係），そして第三に想像的欲望の

充足（聖なるものとの関係）」の三つに区別できると

している。さらに，この三つの欲望について，「それ

らは現実には一体になっていて，切り離すことはで

きない。生きることはこれら三つの欲望を充足させ

ることに等しい。その意味で，人間は欲望そのもの

である」［今村；2005，27∼28ページ］としている。

⑺ カール・ポランニーは，西太平洋のトロブリアン

ド諸島で現地調査を行った経済人類学者のマリノフ

スキーの分析結果を紹介している。そこで「純粋贈

与」について以下のように述べている。「「無償の贈

与」の範疇は例外的なものである。なぜなら，慈善

は要求も奨励もされていなかったからである。さら
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にまた，贈与の観念にはつねに十分な返礼（しかし，

もちろん等価ではない）の考えが含まれていたから

である。本当に無償の贈与であっても，贈主に供さ

れたなにか架空の奉仕に対する返礼であると解釈さ

れた」［カール・ポランニー；2003，276∼277 ペー

ジ］としている。カール・ポランニーはマリノフス

キーによって，非市場社会においても「純粋贈与」

が存在しなかったことが明らかにされたとしてい

る。

⑻ 今村仁司は，提供，受容，返礼の三つの義務につ

いて，「マルセル・モースの言う「与える /受け取

る/返す」の循環が確立する以前に原初の負い目が

あり，その地平の上に物の提供関係が「贈り物」の

形式をとって展開するのである。最初に負い目があ

り，その後で返しがある。すべての贈り物は，返礼

のための提供物である。それは人間社会の普遍的あ

り方であろう」［今村；2009，90∼91 ページ］と指摘

している。松尾秀雄は，贈与の原点について以下の

ように述べる。「贈与の原点は，人間の生れ落ちた

ときに，母親から与えられた母乳にある。人間は，

贈与してもらわなければ，まず生存のスタートを切

ることができない」［松尾；1999，336 ページ］とし

ている。人間は，まず与えられているという点が原

初の負い目と関連しているのではないかと考えられ

る。

⑼ 山口睦は，日本の贈与の分類についての既存の先

行研究（図 3-1）を示したうえで，「時間軸と行為者

に着目し近代日本の贈与領域を」［山口；2012，４ペー

ジ］⑴伝統的贈与領域，⑵個人的贈与領域，⑶公共

的贈与領域，⑷国民的贈与領域の四つに分類してい

る。⑴伝統的贈与領域では，中元，歳暮，⑵個人的

贈与領域では，バレンタインデーやクリスマス，誕

生日，⑶公共的贈与領域では，「社会関係のない共同

体内の子供や乞食などへの寄付，喜捨，寄進」⑷国

民的贈与領域では，「軍隊にともなう国民と兵士の

間で行われた従軍兵士への餞別，見送り，慰問袋」

［山口；2012，４ページ］などに新たに分類したと

している。

⑽ 山口睦によれば，バレンタインデーやホワイト

デーは，伊藤幹治によって，「仕掛けられた交換」と

呼ばれているとしている［山口；2012，234ページ］。

⑾ 山口睦は，バレンタインデーの日本的変容として，

「マイチョコ」についてもとりあげており，自分で

消費するために自己贈与が行われているとしている

［山口；2012，237∼238ページ］。

⑿ ［今村；2007，525∼527 ページ］によれば，互酬性

の本質は，⑴相互挑戦，⑵友好関係の樹立，⑶規範

の成立であるとしている。

⒀ 小馬徹は，分配が社会を統合するための一つの交

換形態としてとらえたうえで，交換と負い目の関係

を小田亮に依拠しながら次のように整理している。

「分配は負い目を曖昧にし，互酬は持続させ，再分

配は永続させ，そして市場交換は払拭する」として，

「それぞれが「遊交」（一時的な機械的連帯），「義理」

（持続的な機械的連帯），「恩」（持続的な有機的連

帯），「無縁」（その場限りの有機的連帯）の関係を導

き」［小馬；2000，34ページ］出すとしている。ま

た，「機械的連帯」は「同じ役割をもつ対等な者同士

の結びつき」を「有機的連帯」は「全体をなしなが

らも異なる役割を分担する異質な者たちの間の結び

つき」［小馬；2000，34ページ］を意味するとしてい

る。

⒁ 人間がなぜ共感を共有することに喜びを感じるか

という理由として，松尾秀雄は，人間は，「他人との

コミュニケーションを欲する本性を有するからであ

る。これも人間の根本であるところの，一種の欲望

充足行為である」［松尾；2009，40 ページ］としてい

る。

⒂ 松尾秀雄は，贈与を⑴希薄な人間関係しか望まな

い贈与，⑵濃密な人間関係を構築する手段としての

贈与，⑶もう二度と会わないことが確実なよそ者に

対する贈与の三類型ぐらいに分類する必要があると

している［松尾；2009，31 ページ］。本稿で，事例と

した売り手と買い手の贈与交換の関係は，⑴もしく

は，⑵の贈与の類型を示したものである。なお，⑶

で行われる贈与行為には相手に対する悪意さえ介在
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図3-1 「贈与の分類」

贈与

物質的贈与

非物質的贈与「（広）もののやりとり」

「贈答」 「（狭）もののやりとり」

例：中元，歳暮，香
典，結納

例：すそわけ，惣菜を
隣家にとどける

例：情緒，地位，人
間などの交換

資料：［山口；2012，３ページ，図１贈与の分類（［ベフ

1984：21］）］より引用。



する可能性があり，このような贈与行為は⑴，⑵で

行われる贈与行為を正の贈与とするならば，その対

極に位置する負の贈与としてとらえることができる

としている［松尾；2009，48ページ］。

⒃ 贈与と交換を峻別すること課題とした代表的な先

行研究としては，今村仁司の『交易する人間』［2000］

をあげることができる。
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